
 　登録政治資金監査人　　　　　　　　　　は、　平成　 ・　令和　　　　年　　　　月　　　　日に

　政治資金規正法第１９条の１８第１項各号のいずれにも
　該当しなくなったため、

　政治資金規正法第１９条の１８第２項第１号又は第３号に
　該当するに至ったため、

　　（注） 1　不要の文字は、抹消すること。

2　届出をする者が登録政治資金監査人の法定代理人又は相続人であるときは、そのことを証する書類を添付すること。

3　「事務所の所在地等」には、法人の社員にあっては法人の名称及び所在地、法人の社員以外の者にあっては事務所の所在地を

　 記載すること。

（登録番号第　　　　　　　　号）
登 録 政 治 資 金
監 査 人 氏 名

　　　登録政治資金監査人登録抹消届出書

令和　　　　年　　　　月　　　　日

政治資金適正化委員会　殿

住 所

事 務 所 の
所 在 地 等

法 定 代 理 人 又 は
相 続 人 氏 名

政治資金規正法第１９条の２３

第２項の規定により届け出ま
す。
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